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11 2014（平成26年）

　平成26年度税制改正により、市町村税である軽自動車税の税率
が引き上げられます。軽四輪車の場合は約1.25倍～ 1.5倍に引き上
げられ、平成27年４月１日以後に新規取得する新車から適用され
ます。バイク等の場合は約1.5倍程度引き上げられ、既存車・新車
を問わず平成27年度分から適用されます。

バイクと軽四輪で異なる軽自動車税引上げ

11月の税務と労務11月（霜月）NOVEMBER
 3日・文化の日
 23日・勤労感謝の日
 24日・振替休日
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国　税／ 10月分源泉所得税の納付
 11月10日

国　税／ 所得税予定納税額の減額承
認申請 11月17日

国　税／ 所得税予定納税額第2期分
の納付 12月1日

国　税／ 9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 12月1日

国　税／ 12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告 
 （年3回の場合） 12月1日

国　税／ 3月決算法人の中間申告
 12月1日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中
間申告
 （年3回の場合） 12月1日

地方税／ 個人事業税第2期分の納付
 都道府県の条例で定める日

※税を考える週間　11月11日～11月17日

スプレー菊
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　控除対象配偶者又は寡夫（婦）に該当す
るかどうかについて、通常はその年の12
月31日の現況により判定することになっ
ていますが、控除対象配偶者が年の中途で
死亡した場合には、その死亡時の現況によ
り判定することとされています。
　まず、配偶者控除については、配偶者が
死亡した時点で判定することとなりますの
で、この時点で、生計を一にしているなど
の控除対象配偶者としての要件が満たされ
ていれば配偶者控除が受けられます。次に、
寡夫（婦）控除については、12月31日の
時点で判定することとなり、寡夫（婦）と
しての要件を満たしている場合にはこれも
受けられることとなります。
　したがって、控除対象配偶者としていた
配偶者が年の中途で死亡したような場合、
配偶者控除と寡夫（婦）控除の両方の適用
要件を満たしていれば、両方について適用
することができます。

　
マ
イ
ホ
ー
ム（
居
住
用
財
産
）を

売
っ
た
と
き
は
、
譲
渡
所
得
か
ら
最

高
三
千
万
円
ま
で
控
除
で
き
る
特
例

が
あ
り
ま
す
。
共
有
の
マ
イ
ホ
ー
ム

を
売
っ
た
場
合
に
、
こ
の
特
例
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
共

有
者
ご
と
に
判
定
し
、
譲
渡
所
得
の

計
算
は
、
共
有
者
の
所
有
権
持
分
に

応
じ
て
行
い
ま
す
。

　
こ
の
と
き
の
特
別
控
除
額
は
共
有

者
全
員
で
三
千
万
円
で
は
な
く
、
こ

の
特
例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
共

有
者
一
人
に
つ
き
最
高
三
千
万
円
で

す
。

　
な
お
、
こ
の
特
例
を
受
け
る
た
め

に
は
、
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
の
で
、
確
定
申
告
書
は
一
人

一
人
が
提
出
し
ま
す
。
ま
た
、
家
屋

は
共
有
で
な
く
、
敷
地
だ
け
を
共
有

と
し
て
い
る
場
合
、
家
屋
の
所
有
者

以
外
の
者
は
原
則
と
し
て
こ
の
特
例

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　平成26年度税制改正により、26年４月
１日以後に開始する事業年度から、法人が
支出する交際費等の額のうち接待飲食費の
額の50％相当額は損金の額に算入できる
こととなりました。
　この接待飲食費については、交際費等の
うち飲食その他これに類する行為のために
要する費用（社内飲食費を除きます）で、
かつ、法人税法上で整理・保存が義務付け
られている帳簿書類（総勘定元帳や飲食店
等から受け取った領収書、請求書等が該当
します）に、飲食費であることを明らかに
するために次の事項を記載する必要があり
ます。
イ　飲食等のあった年月日
ロ　参加した得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等の氏名又は名称及びその
関係

ハ　飲食費の額並びにその飲食店、料理店

等の名称及びその所在地
ニ　その他飲食費であることを明らかにす
るために必要な事項

　このうち、ロの「参加した得意先、仕入
先その他事業に関係のある者等の氏名又は
名称及びその関係」は、社内飲食費でない
ことを明らかにするためのものであり、原
則として、飲食等を行った相手方である社
外の得意先等に関する事項を「○○会社・
□□部、△△◇◇（氏名）、卸売先」という
ようにして相手方の氏名や名称の全てを記
載する必要があります。
　ただし、相手方の氏名について、その一
部が不明の場合や多数参加したような場合
には、その参加者が真正である限りにおい
て、「○○会社・□□部、△△◇◇（氏名）
部長他10名、卸売先」という記載でも問
題ありません（氏名の一部又は全部が相当
の理由があることにより明らかでないとき
には、記載を省略して差し支えありませ
ん）。

配偶者が年の中途に死亡した場合
の配偶者控除と寡夫（婦）控除共

有
の
マ
イ
ホ
ー
ム
を
売
っ
た
と
き

接待飲食費の帳簿書類への記載
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図表 1　暦年贈与と相続時精算課税制度の比較

暦年贈与 相続時精算課税制度

贈与税の計算 （贈与額− 110万円）×累進税率 （贈与額−2,500万円）×20％（一定）

適用対象者 誰でも

65歳以上の親から 20歳以上の子供
への贈与
※平成 27 年 1 月 1 日以後の贈与か
ら、「60歳以上の親」、「20歳以上
の孫」も対象になります。

相続時の計算
相続税とは切り離して計算されます。
（ただし、相続開始前 3年以内の贈与
は課税価格に加算されます）

相続税の計算の際に、贈与税は精算
されます。

制度の移行 暦年課税から相続時精算課税制度へ
の移行は可能

相続時精算課税制度を選択したあと
で、従来の暦年課税への移行は不可
能

図表 2

図表 3　教育資金の贈与イメージ

贈与者
（父母・祖父母）

住宅取得等資金の贈与

非　課　税　限　度　額
住宅の種類
省エネ住宅

上記以外の住宅

暦年課税

教育資金の払出し 30歳に達するまで預入

〈金融機関〉非課税限度額 1,500 万円

※相続時精算課税制度選択の特例
　　平成 26年 12月 31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた 20歳以上の
　子が一定の条件を満たすときは、贈与者である親の年齢が 65歳未満であっても相続時精算
　課税制度を選択することができます。

平成 26年
1,000 万円
500 万円

平成 25年
1,200 万円
700 万円

平成 24年
1,500 万円
1,000 万円

受贈者
（子・孫）

課税財産 相続時精算課税

祖父母等 子・孫
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平
成
二
十
五
年
度
税
制
改
正
で
相

続
税
が
課
税
強
化
さ
れ
た
の
を
機
に
、

生
前
贈
与
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
以
下
、
五
種
類
の
生
前

贈
与
と
そ
の
活
用
法
に
つ
い
て
整
理

し
ま
す
。

１　

暦
年
贈
与

　

贈
与
税
は
、
一
人
の
人
が
一
月
一

日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
も
ら
っ
た
財
産
の
合
計
額
の
う
ち
、

一
一
〇
万
円
ま
で
は
基
礎
控
除
が
あ

る
の
で
、
一
一
〇
万
円
ま
で
の
贈
与

は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

２　

相
続
時
精
算
課
税
制
度

　

こ
の
制
度
は
、
贈
与
時
に
贈
与
財

産
に
対
す
る
贈
与
税
を
納
め
、
そ
の

贈
与
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
そ
の

贈
与
財
産
の
贈
与
時
の
価
額
と
相
続

財
産
の
価
額
と
を
合
計
し
た
金
額
を

基
に
計
算
し
た
相
続
税
額
か
ら
、
既

に
納
め
た
そ
の
贈
与
税
相
当
額
を
控

除
す
る
こ
と
に
よ
り
贈
与
税
・
相
続

税
を
通
じ
た
納
税
を
行
う
制
度
で
す
。

※　

１
と
２
の
制
度
は
、
選
択
の
関

係
に
な
り
、
図
解
す
る
と
図
表
１

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

３　

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与

　

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
直
系
尊
属
（
父
母
や
祖
父
母

等
）
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与

を
受
け
た
場
合
に
、一
定
の
要
件（
贈

与
の
年
の
一
月
一
日
現
在
の
満
年
齢

が
二
〇
歳
以
上
、
贈
与
を
受
け
た
年

の
合
計
所
得
金
額
が
二
、〇
〇
〇
万
円

以
下
な
ど
）
を
満
た
す
時
は
、
図
表

２
の
金
額
が
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

４　

教
育
資
金
の
贈
与

　

平
成
二
十
五
年
度
税
制
改
正
で
祖

父
母
等
（
贈
与
者
）
が
、
信
託
銀
行

な
ど
金
融
機
関
に
子
・
孫
（
受
贈
者
）

名
義
の
口
座
を
開
設
し
、
教
育
資
金

を
一
括
し
て
拠
出
し
た
場
合
、
子
・
孫

ご
と
に
一
、五
〇
〇
万
円
ま
で
の
資
金

に
つ
い
て
は
、
贈
与
税
が
非
課
税
と

な
る
「
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係

る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
」
が
創
設

さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
３
）。

　

こ
の
制
度
は
、
平
成
二
十
七
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
時
限
措
置
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

５　

贈
与
税
の
配
偶
者
控
除

　

婚
姻
関
係
が
二
〇
年
以
上
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
す
配
偶
者
に
対
し

て
、
居
住
用
の
不
動
産
又
は
そ
れ
を

取
得
す
る
た
め
の
資
金
を
贈
与
し
た

と
き
は
、
贈
与
税
に
つ
い
て
基
礎
控

除
一
一
〇
万
円
の
他
に
最
高
二
、〇
〇

〇
万
円
の
控
除
の
適
用
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
て
被
相

続
人
か
ら
贈
与
さ
れ
た
居
住
用
財
産

に
つ
い
て
は
、
相
続
発
生
前
三
年
以

内
の
贈
与
で
あ
っ
て
も
「
生
前
贈
与

加
算
」
の
対
象
に
含
め
な
い
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
有
効
な
節
税
策
と
な

り
ま
す
。（
注
・
前
記
３
、４
に
つ
い

て
は
非
課
税
財
産
の
た
め
、
三
年
以

内
の
生
前
贈
与
加
算
の
適
用
は
あ
り

ま
せ
ん
）

　

な
お
、
相
続
発
生
年
に
居
住
用
財

産
の
贈
与
を
受
け
て
い
た
場
合
、
受

贈
配
偶
者
は
贈
与
税
の
配
偶
者
控
除

の
適
用
を
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
翌
年

に
そ
の
贈
与
税
の
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

生前贈与の
種　類
と　

活用の
ポイント

暦年贈与

相続時精算課税制度

住宅取得等資金の贈与

教育資金の贈与

贈与税の配偶者控除


